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■交通ネットワーク網の維持確保の検討：蒲郡市地域バス協議会の協議経過報告 

 

１．趣旨 

○地域公共交通総合連携計画の基本方針の１つ 

 「鉄道を中心とした「交通ネットワーク網」の維持確保と交通空白地の解消」として、 

鉄道、基幹バス、支線的バス・タクシー等によるモードの役割分担を意図した公共交通ネッ

トワーク網を構築し、交通空白地の解消を図る。 

そのため、幹線的バス（民間路線バス）の利用促進を図るため、より市民ニーズを反映した

ルートやダイヤ等とするため、「蒲郡市地域バス協議会」を設置し、事業見直しを図る。 

 

２．協議体制 

・学識者、地区総代会長、身体障害者福祉協会、老人クラブ連合会、社会福祉協議会、小中学

校 PTA 連絡協議会、バス事業者、市総務部長からなる「地域バス協議会」を設置。 

・上部組織の地域公共交通会議の住民代表等委員を中心に、地区総代会長を加えて組成。 

 

 

３．協議経過 

日時 取組内容・主な協議テーマ 

平成 26 年 

6 月 3 日 

■第１回蒲郡市地域バス協議会の開催 

○地域バス協議会についての趣旨確認 

○会長・副会長の選任 

○路線バスのルート等変更案（協議項目）についての確認 

 ・蒲郡町部分の循環化等について 

 ・商業施設立地地域への停留所の設置について 

 ・東側地区（丸山住宅等）からの増便について 

 

＜＜＜＜第第第第１１１１回回回回のののの協議結果協議結果協議結果協議結果＞＞＞＞ 

 ○幹線的バス（民間路線バス）の維持確保のための検討を行う「地域バス協議会」の役割と、

交通空白地解消のための実験的取組みの検討を行う「形原地区公共交通協議会」の役割の

違いについて、委員間の十分な共有が得られなかった。 

 ○次回第２回に、改めて「地域公共交通総合連携計画」を報告し、地域バス協議会の役割（路

線バスの改善見直し）について共有する予定。 

 

＜＜＜＜今後今後今後今後のののの予定予定予定予定＞＞＞＞ 

 ○９月までに２回程度協議会を開催し、事業改善案を構築。 

 ○10 月に開催予定の「地域公共交通会議」にて事業改善案を報告する予定。 
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■蒲郡市地域バス協議会について 

○開催目的 

 蒲郡市地域バス協議会は、蒲郡市地域公共交通総合連携計画に基づく、「既存バス路線の見直

し検討」に向けた既存バス路線のルート、ダイヤ、停留所位置、料金設定等について再確認し、

事業見直しの必要性について検討するため開催するものとする。 

 

 

図表 6-9 地域（利用者）・交通事業者・行政の役割分担・連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-10 協議組織の設置目的・構成メンバー 

 地域協議組織 地域バス協議会 「地域連携」部会 

設置目的 

協議内容 

交通空白地の解消のため
の新たな交通サービス内
容を協議する組織 

幹線的（民間路線バス）
の利用促進と事業見直し
を協議する組織 

地域公共交通の確保維
持のため「関係者の連携
のあり方を示す『指針』」
の策定、各種制度を検討
する組織 

主要 

メンバー 

中学校区単位を目安にし
た地域住民代表者（総代
会長等） 

交通会議の関係委員 

（地域住民・事業者等） 

東部・西部・中部地域の
ブロック部会を必要に応
じて設置 

交通会議の関係委員 

（地域住民・事業者等） 

位置づけ 交通会議での認定組織 交通会議の下部組織 交通会議の下部組織 

運営方法 地域住民の代表者の招聘
で開催。市が運営支援。 

随時開催。 

交通会議の会長（市長）
の要請で開催。市が運営
支援。 

定期的に開催。 

交通会議の会長（市長）
の要請で開催。市が運営
支援。 

随時開催。 

  

・運行委託 

・改善要望 

・利用・協力 

・運行サービスの提供 

・運営・運行のアドバイス 

・収支報告 

地域・利用者 

蒲郡市 
交通事業者 

サービスメニューの提案 

運行委託・政策目標 

・新規路線・改善案の提案 

・状況報告 

・運行支援 

・地域の検討補助 

・情報提供 

・・・・地域協議組織地域協議組織地域協議組織地域協議組織    

・・・・地域地域地域地域バスバスバスバス協議会協議会協議会協議会    

・・・・「「「「地域連携地域連携地域連携地域連携」」」」部会部会部会部会    

協議会の協議資料 
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○現状の 

 バス路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○蒲郡中央部・巡回部分の変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



蒲郡市地域バス協議会設置要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、蒲郡市地域公共交通会議設置要綱第１０条の規定に基づき、蒲郡市地域

バス協議会（以下「協議会」という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、蒲郡市地域公共交通総合連携計画に基づき、次に掲げる事項について協議

する。 

⑴ 既存バス路線の見直し検討に関すること。 

⑵ 交通結節点の強化検討に関すること。 

（組織） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから蒲郡市地域公共交通会議会長が任命し、又は委嘱す

る。 

⑴ 市職員 

⑵ 一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者 

⑶ 地域住民若しくは利用者の代表者又はその指名する者 

⑷ 蒲郡市身体障害者福祉協会の代表者又はその指名する者 

⑸ 蒲郡市老人クラブ連合会の代表者又はその指名する者 

⑹ 蒲郡市社会福祉協議会の代表者又はその指名する者 

⑺ 蒲郡市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の代表者又はその指名する者 

⑻ 学識経験を有する者 

⑼ その他蒲郡市地域公共交通会議会長が必要と認める者 

２ 協議会にオブザーバーを置くことができる。 

３ 委員の任期は、任命又は委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任を妨げない。 

（役員の選任） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の中から、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会の事務を掌理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、協議会の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委

員が代理人にその権限を委任した場合には、代理人を出席委員とみなす。 

４ 地域バス協議会の議決は、全会一致を原則とするが、これが困難な場合には出席委員の４

分の３以上をもって決する。 

５ 会長は、必要があると認める時は、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議へ

の出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

（協議結果の取り扱い） 



第６条 協議会で協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な

実施に努めるものとする。 

２ 会長等は、蒲郡市地域公共交通会議に協議会で協議が調った事項を報告するものとする。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、蒲郡市安全安心課に置くものとする。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（補足） 

第８条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定め

る。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

 

 


